
１．件名：原子燃料工業（株）熊取事業所の令和２年度定期事業者検査報告（終了時）に

ついての面談 

 

２．日時：令和３年３月１６日（火）１３時３０分～１４時３０分 

 

３．場所：原子力規制庁２階大会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 

大東首席原子力専門検査官、早川上席原子力専門検査官、舘内主任原子力専門検

査官、関主任原子力専門検査官、清水検査技術専門職、千葉管理官補佐 

原子燃料工業（株） 

熊取事業所 環境安全部安全管理グループ グループ長 

 

５．要旨 

◯原子燃料工業（株）から、熊取事業所における令和２年度定期事業者検査報告（終

了時）について、資料に基づき以下の説明があった。 

・熊取事業所の定期事業者検査は令和３年３月１１日に終了した。 

・今回の定期事業者検査において、各検査項目の総合判定は「合」である。ただし、

「第一種管理区域の負圧確認検査」に併せて実施した「建物・構築物外壁の健全性

に関する目視検査」の記録が作成されていなかったことから、不適合処置を実施

し、検査要領書を改訂した。その後、改訂した検査要領書に基づき検査記録を作成

した。 

・施設管理実施計画について、設計及び工事の計画の変更の認可申請に伴い設備名称

の一部変更、検査対象設備の追加を実施した。 

 

◯原子力規制庁から、以下の内容を伝えた。 

・令和３年度の定期事業者検査について、法令に基づき実施する際には検査開始の３

ヶ月前までに定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時）を提出すること。 

 

◯原子燃料工業（株）から、承知した旨の回答があった。 

 

６．その他 

資料：定期事業者検査報告書（定期事業者検査終了時） 

 

 

以 上 


